
住所：福生市本町５
福生市役所１階 10番窓口

電話：042-551-1511（内線2617）
午前8時30分～午後5時15分

（土日祝日、正午から午後1時までを除く）

JR東福生駅方面へ

当窓口業務は、福生市からの委託により
NPO法人インクルージョンセンター
東京オレンヂが実施しています。

午前8時30分～午後5時15分
（土日祝日、正午から午後1時
までを除く）

電話

◆福生市ホームページ

https://www.city.fussa.tokyo.jp/

まずは、専門知識を持っている
相談支援員がお話をうかがいます。

お話の内容によっては、他の支援
機関をご案内させていただきます。

ご希望があれば、相談の内容を
あらかじめ支援機関で共有します。

福生市役所への行き方
所管課 福生市 福祉保健部 社会福祉課

いろいろな困りごと
なんでも相談して下さい

ひとりで悩んでいることは
ありませんか？

西口
→

相談は無料です

秘密は守ります



自立相談支援事業

くらしや仕事など、あなたの抱えている様々な不安や
困りごとについて、 あなたの意思を尊重しながら、問
題を解決するためにどうするかお手伝いします。

家計改善支援事業

あなたが自分の家計を把握し、自分自身で管理できる
ようになるために支援します。

就労準備支援事業

すぐに仕事をすることが難しかったり不安を感じる方
へ、生活のリズムを整えたり、仕事をする上で必要な基
本的知識を得ることができるようにお手伝いします。

住居確保給付金

離職等により住まいを失ったり、住まいを失う可能性
がある方には、安定して就職活動ができるように家賃の
補助をします。※受給には要件があります。

状況に合わせて一緒に求人を探すなどのサポートをし
ます。また、安心して就職活動ができるようにハロー
ワークと連携し、就職後も仕事が続くように応援します。

就労支援

「生活困窮者自立支援制度」
を活用して支援します

相談と支援のイメージ

●あなたがどうしたいかをお聞きして、
解決の方法を一緒に考えます。

●「生活困窮者自立支援制度」で支援
できる場合、同じ窓口で対応します。

●他の機関で対応できる場合は、
適切な支援機関をご案内します。

●どこに相談したらよいか分からない
ことも、なんでも相談してください。

●窓口にお越しになるのが難しい場合、
まずはお電話をください。

●相談は何度でも無料です。回数の制限もありません。お気軽にご相談ください。
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その他の
支援機関

「生活困窮者自立支援制度」とは、経済的なこと
だけではなく、日常生活や社会とのつながりなど、
生活する上での様々な問題を解決するために、
あなたを応援する制度です。

あなたの困りごとや不安
なんでもお聞きします

困りごとを整理して
解決する方法を考えます

あなたに合わせた計画（プラン）を作成して支援します

●解決するために何をしたらよいか、一緒に考えて計画（プラン）を作成しましょう。

●あなたに寄り添いながら、計画（プラン）に沿った支援をします。

●定期的に計画（プラン）を確認して、必要に応じて見直します。

困りごとが解決した後も、お手伝いや応援をします

相談は無料です

秘密は守ります

ご家族からのご相談も
可能です

まずは誰かに

相談してみませんか？


